
科　　　　　目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合　　　計

Ⅰ・事業活動収支の部

１・事業活動収入

　(1)基本財産運用収入 11,390 0 0 11,390

　(2)特定資産運用収入 4,478 0 0 4,478

　(3)会費収入 14,005,000 0 0 14,005,000

　(4)事業収入 3,414,483 3,604,087 0 7,018,570

　(5)補助金収入 4,170,855 4,359,683 0 8,530,538

　(6)雑 収 入 741,565 0 0 741,565

　(7)繰入金収入 89,892 0 89,892 0

事業活動収入計 22,437,663 7,963,770 89,892 30,311,541

２・事業活動支出

　(1)事 業 費 19,059,894 6,727,895 0 25,787,789

　(2)管 理 費 3,834,352 1,074,983 0 4,909,335

　(3)繰入金支出 0 89,892 89,892 0

　(4)法人税引当金 0 71,000 0 71,000

事業活動支出計 22,894,246 7,963,770 89,892 30,768,124

事業活動収支差額 △ 456,583 0 0 △ 456,583

Ⅱ・投資活動収支の部

1・投資活動収入

　(1)特定資産取崩収入 0 0 0 0

投資活動収入計 0 0 0 0

2・投資活動支出

　(1)特定資産取得支出 29,407 0 0 29,407

投資活動支出計 29,407 0 0 29,407

投資活動収支差額 △ 29,407 △ 29,407

Ⅲ・予備費支出 0 0 0 0

当 期 収 支 差 額 △ 485,990 0 0 △ 485,990

前期繰越収支差額 628,235 0 0 628,235

次期繰越収支差額 142,245 0 0 142,245

　※平成18年に「公益法人制度改革関連三法」が成立し、新制度を踏まえた会計基準として内閣府公
益認定等委員会による「公益法人会計基準」(18年基準)に準拠して作成したものである。

平成22年度 : 収 支 計 算 書 総 括 表
（自　平成22年4月１日　～　至　平成23年3月31日）

　※内部取引消去とは、一般会計と収益事業特別会計と重複する取引を処理するもの。

　　　（単位：円）

社団法人大崎法人会


